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中中国国のの銀銀行行業業ににおおけけるる株株式式型型報報酬酬制制度度にに  

関関すするる考考察察
1  1

  

李 嘉焱※ 

陶 長高※※ 
 

 

1. 中国でも、米国をモデルに、2006 年以降、証券監督管理委員会、財政部、国有資産管理

監督委員会が、上場会社の株式型報酬制度に関する関連法令を制定している。2007 年末

現在、上海・深圳の両取引所に上場する企業のうち、73 社が株式型報酬制度を導入して

いるが、うち 18 社が譲渡制限付株式、55 社がストックオプションとなっている。 
2. 中国の商業銀行の株式型報酬制度の実行案には共通する面もあるが、A 株上場銀行に対す

る国内の管理監督部門の姿勢は慎重で、H 株上場銀行が主体となっている。また、役員向

け中心の制度設計となる傾向もあり、銀行業の競争力強化のためには、幅広い従業員向

けの長期的なインセンティブ制度の確立が欠かせない。 
3. 今後、中国の商業銀行が株式型報酬制度を構築していく上で、①報酬制度の対象の従業

員への拡大、②財務指標を業績評価の主体とすること、③給与情報の開示強化が課題で

ある。管理監督部門も、政策の連続性や部門同士の連携に配慮し、銀行業固有の事情も

勘案していく必要がある。 
 
 

ⅠⅠⅠ．．．はははじじじめめめににに   

株式型報酬制度のシステムは当初、1970 年代の米国で誕生した。1980 年代以降、株式型報酬の

システムは先進国の上場会社の間で広く普及した。本稿では、米国の銀行業界における株式型報

酬システムをモデルにした、中国の銀行業における株式型報酬制度の実施状況について考察する
2。 
 

                                                        
1  本稿は中国人民大学金融証券研究所編『資本市場評論』2008 年第 7 期掲載の「中国の銀行業における株式型

報酬制度に関する考察」を邦訳したものである。なお、翻訳にあたり原論文の主張を損なわない範囲で、一部
を割愛したり抄訳としている場合がある。 

2 本稿では､中国の関連法令上の株式型報酬として､譲渡制限付株式､ストックオプション(予め決めた価格で自社株を
購入できる権利)､SAR(ストック・アプリシエーション・ライツ)､従業員持株制度が取り上げられている(訳者注)。 

※ 李 嘉焱 中国光大銀行戦略管理部 副総経理 
※※ 陶 長高 中国光大銀行戦略管理部 
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ⅡⅡⅡ．．．国国国内内内ででで実実実施施施ささされれれるるる株株株式式式型型型報報報酬酬酬制制制度度度ののの基基基本本本状状状況況況   

１．中国の関連法令 
現在、中国では、関連法令の中で株式型報酬制度についてかなり明確に規定を設けている。主

なものとして、証券監督管理委員会が 2006 年 1 月に公布した「上場会社の株式型報酬に関する

管理弁法（試行）」、財政部と国有資産監督管理委員会が 2006 年 1 月及び 9 月にそれぞれ共同

で公布した「国有持株上場会社（国外）における株式型報酬の実施に関する試行弁法」と「国有

持株上場会社（国内）における株式型報酬の実施に関する試行弁法」が挙げられる。主な内容は

図表 13の通りで、上場会社の株式型報酬制度について明確に規定している。また、株式型報酬

制度に関する各事項もほぼ網羅しており、中国の上場会社が株式型報酬制度を実施するための基

礎的な法的根拠となっている。中国では現在、多数のA株4、H株5上場会社が比較的明確な株式

型報酬制度の計画や実行案を打ち出しているが、いずれもこうした規定に則ったものである。 
 

２．A株上場会社の株式型報酬制度の実践 
2007 年末現在、上海・深圳株式市場に上場する企業のうち 73 社が株式型報酬制度の実行案を

発表している。統計によれば、73 社のうち 18 社が譲渡制限付株式を、55 社はストックオプショ

ンを採用しており、現在の米国における構成比とよく似ている。米国の主要 500 企業のうち

80％が、ストックオプションを主とする株式型報酬制度を採用している。このほか、中国の A
株上場会社における株式型報酬制度の特徴として、以下の点が挙げられる。 
① 報酬比率の格差が大きい点 

前述の「上場会社の株式型報酬制度に関する管理弁法（試行）」は、国有企業による初回の

株式型報酬について、明文の規定を設けている。すでに発表された上場会社の実行案では、株

式型報酬制度に用いた株式が上限枠の 10％に達した会社は 3 社、8％以上に達した会社は 11
社あったが、一方で 3％未満の会社も 17 社に上り、全体として二極化が目立っている。 

② 報酬措置の有効期間が比較的共通している点 

実行案を発表している上場会社 73 社のうち、全体の 40％に当たる 29 社が有効期間を 5 年

としている。また、有効期間を 4 年から 6 年の間に設定している会社は 60％に上る。一方、

有効期間を 1 年とした会社は 1 社、10 年とした会社は 4 社に留まった。つまり、上場会社の

多くが、発展戦略のサイクルを 5 年程度のスパンで捉えていることが分かる。報酬の有効期間

設定が短すぎれば投機的行為につながり、長すぎれば不確定要素が多く、見通しが困難になる。 
③ 第三者割当増資が対象株式の最大の供給源となっている点 

取り上げた上場企業のうち、全体の 80％に当たる 61 社が第三者割当増資による株式発行を

選択している。残り 12 社のうち 5 社は自社株買い、7 社は内部譲渡を選択している。第三者

割当増資が上場会社に好まれる理由の一つとして、第三者割当増資がキャッシュフローをもた

らす点が挙げられる。一方、内部譲渡を選択した場合、一部の株主が報酬のコストを負担する

ことになるが、株主が当該上場会社の発展を強く期待していることの現れでもある。 

                                                        
3 本稿の各図表は、筆者が関連法令や各社資料から整理したもので、あくまで原文に従って訳出した(訳者注)。 
4  国内一般投資家向けに人民元建で取引を行う株式（訳者注）。 
5  外国人投資家を対象に募集し、香港取引所に上場している株式（訳者注）。 
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図表 1 中国の株式型報酬制度に関する規定 
証券監督管理委員会 財政部／国有資産監督管理委員会 財政部／国有資産監督管理委員会

「管理弁法」 「試行弁法（国内）」 「試行弁法（国外）」

報
酬
方
式

譲渡制限付株式、ストックオプショ
ン、法律・行政法規で認められるその
他方式。

証券監督管理委員会「管理弁法」に
同じ。

ストックオプション（原則として海外で
登記されている国有系海外上場会
社）、SAR（ストック・アプリシエーショ
ン・ライツ、主として海外上場の外資
株を発行する会社に適用）、その他
国際的に広く行われている報酬方
式、例えば譲渡制限付株式、パ
フォーマンスシェアなど。

報
酬
対
象
者

上場会社取締役、監査役、経営管理
者、幹部技術（業務）職員、及び会社
がインセンティブを付与する対象とす
べき他の従業員、ただし独立取締役
を含まない。

▽上場会社取締役、役員クラス、及
び上場会社の全体的業績や持続的
発展に直接影響を与えた幹部技術
職員及び幹部管理職。▽上場会社
の監査役、独立取締役、及び上場持
株会社からの派遣役員以外の独立
取締役については、当面は株式型報
酬制度の対象としない。▽証券監督
管理部門の規定で報酬対象とするこ
とができない者は株式型報酬制度に
参加できない。▽株式付与日現在、
上場会社の議決権付株式の5％以上
を保有する者を株式型報酬制度の対
象とする場合、株主総会の承認が必
要。

▽上場会社取締役：執行・非執行役
員を含み、独立取締役を含まない。
▽上場会社役員クラス：社長、副社
長、財務責任者、取締役会事務局長
など。▽幹部技術職員及び幹部管理
職：取締役会が会社発展における重
要性に基づいて判断。▽親会社（持
株会社）責任者を上場会社の役職に
迎える場合、株式型報酬制度の対象
とすることができるが、対象となる上
場会社は1社に限る。▽すでに上場
会社の議決権付株式の5％以上を保
有している者については、株主総会
の承認が必要。

株
式
供
給
源

▽報酬対象者への新株発行。▽自
社株買い。▽法律・行政法規が認め
るその他方式（主として自己株式、大
株主拠出方式）。

▽報酬対象者への株式発行、自社
株買い、または法律・行政法規が認
める他の方法による。▽単独の国有
株株主が国有株を拠出、あるいは無
償譲渡することは認めない。

明文規定なし。

提
供
数

▽有効な株式型報酬制度の対象とな
る株式の累計は発行済株式総数の
10％以内。▽株主総会の特別決議
による承認がない限り、有効な株式
型報酬制度を通じて報酬対象者に支
給される株式の累計は、発行済株式
総数の1％以内。

▽役員クラスへの株式型報酬につい
ては、予想収益額を給与報酬総額の
30％以内に抑える。▽株式型報酬制
度の有効期間内における株式付与
総数は、上場会社の株式発行規模
や株式型報酬対象の範囲、株式型
報酬のレベルなどを考慮した上で、
0.1％から10％の間で適正に設定す
る。▽上場会社の株式型報酬制度に
よる初回付与株式数については、
「試行弁法（国外）」に準ずる。▽上場
会社が有効な各株式型報酬制度を
通じて各報酬対象者に付与できる自
社株の上限については、証券監督管
理委員会の「管理弁法」に準ずる。

▽株式型報酬制度の有効期間内に
付与される株式の累計総数は、発行
済株式総数の10％以内。▽株式の
初回付与数量は、上場会社の発行
済株式総数の1％以内に抑える。▽
株式型報酬制度の有効期間内の任
意の12カ月間に、発行済株式総数の
1％を超える株式（既行使、未行使の
新株予約権を含む）が付与された対
象者がいる場合、その対象者にはそ
れ以上の株式を付与できない。▽役
員クラスへの株式型報酬について
は、原則として予想収益額を、給与
報酬総額の40％以内に抑える。

付
与
価
格

▽譲渡制限付株式の付与価格につ
いては明文規定なし。市場価格、あ
るいは1株当たりの純資産額など他
の指標のいずれを基準にしてもよ
い。▽ストックオプションの権利行使
価格は、次に挙げるうち最も高いもの
を下回わらないこと（①株式型報酬制
度の概要を発表した日の1営業日前
の終値②株式型報酬制度の概要を
発表した時点における過去30営業日
の平均終値）。

▽株式の付与価格は、株式型報酬
制度の概要を発表した日の1営業日
前の終値、あるいは過去30営業日の
平均終値を下回らないこと。▽上場
会社の新規株式公開（IPO）にあわせ
て実施を予定している株式型報酬制
度については、上場後30営業日以
降、上述の原則に定める市場価格に
よって付与価格を決定する。

IPOの場合、上場後30営業日以降
に、海外上場ルールに基づく適正市
場価格を基に確定する。▽既に上場
している会社の場合、付与価格は付
与日における終値、及び過去5営業
日の平均終値を下回らず、再度の値
引きも行わないこと。

有
効
期
間
及
び

譲
渡
制
限
期
間

▽譲渡制限付株式については明文
規定なし。会社は報酬制度の中で売
却禁止期限を規定すること。▽ストッ
クオプションの権利確定期間は1年、
有効期間は10年以内。

▽ストックオプションの場合、権利確
定期間は原則として2年以上、有効
期間は3年以上。▽譲渡制限付株式
の場合、売却禁止期間は2年以上、
売却解禁期間は3年以上。

▽株式型報酬プランの有効期間は10
年以内。▽ストックオプションの権利
確定期間は2年、有効期限は原則と
して3年以上。
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④ 報酬条件の基準は依然として業績指標が主体である点 

すでに発表された株式型報酬制度の実行案では、ほとんどの上場会社が一株当たり利益、自

己資本利益率など既存の業績指標を、報酬を与えるための要件としている。宝鋼股分、鵬博士、

万科などの一部企業は、株価を報酬の要件とする試みを始めた（具体的内容は図表 2 参照）。

一般的には、株価を要件に盛り込む場合、企業の成長がより強く求められるため、経営者に

とってはよりプレッシャーが大きい。 
 

３．国内金融機関の株式型報酬 
中国の国内銀行では現在、総資産利益率（ROA）、自己資本利益率（ROE）などの業績指標

が向上すれば報酬に反映するなど、短期的な報酬システムは比較的充実しているが、一方で中長

期的な報酬システムが軒並み不足している。その結果、長期にわたる人材流出、犯罪の頻発とい

う、中国の銀行業を悩ませる二大問題を招くに至った。これを受けて、国内の一部の銀行は、報

酬システムの模索と実践に着手している。 
図表 3 の通り、上場している国有商業銀行、株式制商業銀行、都市商業銀行及びその他金融機

関の多くが、かなり明確な株式型報酬制度を打ち出しており、一部金融機関では株式型報酬の実

行案や制度をすでに実行している。 
ただし、過去の経緯を見る限り、従業員持株制度を導入している北京銀行、寧波銀行、南京銀

行などの都市商業銀行のケースは、他の商業銀行が株式型報酬制度を実施するための参考にはな

らない。このため本文では、より典型的なケースとして、工商銀行、建設銀行、中国銀行、交通

銀行、招商銀行が発表した株式型報酬制度の実行案を具体的に分析する。報酬の実行案は主に図

表 4 に掲げた通りである。 
図表 3 及び 4 からは、中国の商業銀行の株式型報酬制度の実行案には、共通する面が多いこと

が分かる。報酬方式はやや画一的で、報酬の対象、期限なども大同小異である。中国の商業銀行

における現行の株式型報酬制度の実行案には、依然として以下のような問題が存在する。 
第一に、中国の法令では、株式型報酬制度についてかなり明確な規定を設けているものの、株

式型報酬に対する監督管理部門の姿勢は、特に A 株上場会社の場合、依然として慎重である。

図表 3 の通り、中国の銀行業では株式型報酬制度の実施対象は H 株が主体であり、従業員の積

極性を高めるために、従業員持株制度を実施していた寧波銀行などを除き、A 株上場銀行（民生 
 

図表 2 株価を実施要件とする上場会社 3 社の株式型報酬プラン 

 万科 鵬博士 宝鋼股分 

財務指標 

の要件 

毎年の純利益成長率が 15％

超、自己資本利益率（ROE）が

2％超。 

2005 年 と の 比 較 で 、 2006 、

2007、2008 年の純利益及び平

均自己資本利益率（ROE）の成

長率がそれぞれ 100％、300％、

600％に達している。 

国内外企業を参考に、株主資本

現金利益率（EOE）6を業績評価

指標に採用。 

株価の 

要件 

株価が前年の平均株価を下回

らないことを前提に、購入した株

式を経営者層に報酬として付

与。 

株価の伸び率が上海総合株価

指数の成長率以上、または株価

の下落率が同指数の下落率以

下。 

株式型報酬制度では、株価が

上昇したかどうかを譲渡解禁の

条件に採用。 

 
                                                        
6  原文に忠実に訳したが、自己資本利益率（ROE）を指している可能性もある（訳者注）。 
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銀行、北京銀行）などは実行案の策定段階に留まっており、本当の意味で株式型報酬を実施して

いる銀行はまだない。 
第二に、報酬の範囲が比較的小さい。図表 4 の通り、H 株の投資家を引きつける狙いで従業員

持株制度を実施していた建設銀行を除き、他の商業銀行ではほとんどが役員向けのインセンティ

ブと位置づけられている。幅広い従業員の積極性を高めるための有効なインセンティブ制度の確

立に向け、立法や実践の面でさらなる検討が待たれる。 
 

図表 3 中国の商業銀行及びその他金融機関における株式型報酬方式の概要一覧 

類別 金融機関 報酬方式 進展状況 

国
有
商
業
銀
行 

工商銀行 H 株の SAR による株式型

報酬 

取締役会及び株主総会で株式型報酬制度の実行案を承

認済み。明確な実施プランは未定。 

中国銀行 H 株の SAR による株式型

報酬 

取締役会及び株主総会で株式型報酬制度の実行案を承

認済み。明確な実施プランは未定。 

建設銀行 H 株の全員持株による株

式型報酬 

従業員持株制度の初回プランをすでに実施。対象従業員

は約 27 万人、現職の取締役、監査役、役員クラスはいず

れも対象外。 

交通銀行 H 株の SAR による株式型

報酬 

SAR による株式型報酬の付与を 2 回実施。取締役、監

査役、役員クラスも対象。 

株
式
制
商
業
銀
行 

招商銀行 H 株の SAR による株式型

報酬 

公告に基づき報酬を支給。役員クラス 9 人が計 129 万株

分の SAR を取得。 

A 株の譲渡制限付株式に

よる株式型報酬 

株式型報酬制度の実施原案は取締役会で承認済み。専

任幹部（取締役、監査役、役員クラスは除く）に A 株 1 億

4,700 万株を付与予定。国有資産監督管理委員会、証券

監督管理委員会、株主総会の承認待ち。 

民生銀行 未公開 取締役会及び株主総会で株式型報酬制度の実行案を承

認済み。明確な実施プランは未定。 

中信銀行 未公開 大枠の意向はあるが、審査プロセスには未着手。 

都
市
商
業
銀
行 

北京銀行 制度改革時の内部従業員

持株 

制度改革時に信用組合 90 社の従業員が初期投資によ

り持株プランに参加。 

未公開 取締役会及び株主総会で株式型報酬制度の実行案を承

認済み。明確な実施プランは未定。 

南京銀行 制度改革時の内部従業員

持株 

制度改革時に従業員が初期投資により持株プランに参

加。 

寧波銀行 制度改正時及び上場時の

内部従業員持株制度 

制度改革時及び上場前に内部従業員株を発行。 

 

そ
の
他 

 

金
融
機
関 

中国人寿 H 株の SAR による株式型

報酬 

H 株の SAR による株式型報酬の付与を 3 回実施。 

A 株による株式型報酬 取締役会で承認済み。財政部、証券監督管理委員会、株

主総会の承認待ち。 

中国人保 H 株の SAR による株式型

報酬 

H 株の SAR による株式型報酬の付与を 1 回実施。 
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図表 4 国内の商業銀行における株式型報酬の方式 

建設銀行のH株全員持
株による株式報酬制度
の実行案

工商銀行のH株SARに
よる株式型報酬制度の
実行案

中国銀行のH株SARに
よる株式型報酬制度の
実行案

交通銀行のH株SARに
よる株式型報酬制度の
実行案

招商銀行のH株SARに
よる株式型報酬制度の
実行案

報
酬
形
式

譲渡制限付株式：年内
に報酬対象者に付与さ
れた株式は、付与年度
の実行案実施日から3
年を譲渡制限期間とす
る。

SAR：SAR保有者は、付
与日から権利行使日の
間に会社のH株市価上
昇で生じた収益を獲得
できる。H株1株につき
SAR1口。

SAR：SAR保有者は、付
与日から権利行使日の
間に会社のH株市価上
昇で生じた収益を獲得
できる。H株1株につき
SAR1口。

SAR：ある特定期間に
おける一定数の会社株
式のSARを獲得できる。
現金で支給。

SAR：SAR保有者は、付
与日から権利行使日の
間に会社のH株市価上
昇で生じた収益を獲得
できる。H株1株につき
SAR1口。

株
式

供
給
源

すべて株主である長江
電力が譲渡した株式。

権
利
行
使
価
格

譲渡日現在の同行H株
の過去10日間の終値の
平均。

譲渡日現在の同行H株
の過去10日間の終値の
平均。

初回付与：初回発行の
発行価格は2．5香港ド
ル、第2回支給は6．13
香港ドル。

付与日現在、過去1カ月
間の全取引日における
H株平均終値（2006年
のSAR付与時の権利行
使価格は、香港株式市
場メインボードに上場時
の上場価格）。

付
与
総
額

SAR対象株式の総額
は、1年目は既発行株
式総額の0.5％以内、プ
ラン全体では対象期間
の発行済株式総数の
3％以内。SARプランは
いかなる株式発行とも
無関係で、株主の権
利・利益へは影響なし。

SAR対象株式の総額
は、1年目は既発行株
式総額の0.5％以内、プ
ラン全体では対象期間
の発行済株式総数の
3％以内。SARプランは
いかなる株式発行とも
無関係で、株主の権
利・利益へは影響なし。

H株上場による追加発
行株式総数の0.11％、
すなわち750株。第2回
支給は272万3,900株。

報
酬
対
象

▽銀行との労働関係を
維持し、労働期間満3年
以上、自主的に報酬制
度に参加している従業
員。▽取締役会あるい
は役員クラスの承認を
受けたその他の人員。
▽報酬制度を通じて購
入・保有する株式の累
計数は、既発行株式総
数の3％以内。うち第1
回購入数は既発行株式
総数の0.5％以内。各対
象者が本制度で取得す
る累計株式数は、それ
ぞれ既発行株式総数の
0.01％以内。

報酬を付与する対象は
会社取締役（独立取締
役を除く）、監査役、役
員クラス、その他取締
役会で指定した人員。

報酬を付与する対象は
会社取締役（独立取締
役を除く）、監査役、役
員クラス、その他取締
役会で指定した人員。

▽第一回付与対象：
2005年6月23日現在、
専任かつ給与報酬を受
けている取締役、頭取、
監査役会長、副頭取、
最高財務責任者、最高
情報責任者、取締役会
事務局長などの13人。
▽第二回支給対象：
2006年11月3日現在、
専任かつ給与報酬を受
けている本社役員クラ
ス。

役員クラス。

報
酬
期
限

▽有効期限：7年。▽譲
渡制限期間：3年。▽付
与日の3年後から行使、
年間の行使上限は全体
の25％以内。

▽有効期限：7年。▽譲
渡制限期間：3年。▽付
与日の3年後から行使、
年間の行使上限は全体
の25％以内。

▽有効期間10年。初回
付与の有効期間の起算
日は2005年6月23日、
譲渡制限期間は2年。
▽第2回目付与の有効
期間の起算日は2006年
11月3日、譲渡制限期
間は2年。

▽2006年のSAR付与時
期は招商銀行H株上場
時。▽他年度のSAR付
与時期は4月第1営業
日。▽有効期間は5年、
付与日から2年後以降、
年間につき当初付与数
の25％ずつ行使権発
効。▽SAR行使権発効
日より有効期間終了ま
での間、権利行使可
能。
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■ 季刊中国資本市場研究 2009 Spring 
 

ⅢⅢⅢ．．．中中中国国国ののの商商商業業業銀銀銀行行行にににおおおけけけるるる株株株式式式型型型報報報酬酬酬ののの実実実施施施ににに対対対すすするるる考考考察察察   

中国の銀行業が全面的に対外開放された中で、中国の国内商業銀行にとっては、外資系銀行と

の格差を縮め、人材流出を防ぎ、人材を引きつける魅力を増すためには、株式型報酬プランを策

定かつ実施することが現実的な選択となろう。 
 

１．銀行への提案 
中国の銀行業は、株式型報酬の実行案を策定する上で、銀行の長期的発展戦略目標を充分考慮

するとともに、コア・コンピタンスや従業員の積極性の向上に力を入れるべきであり、単なる従

業員向け、特に役員クラス向けの福利厚生手段に限定すべきではない。これについて、次の数点

を提案したい。 
① 株式型報酬を付与する対象をできる限り拡大する。現代的な商業銀行において、従業員の積

極性は銀行の経営状況や戦略的目標の実現を直接左右する。このため、できる限り報酬を与

える対象を拡大することが望ましい選択となる。また、先に述べた分析が示す通り、資産規

模と報酬を与える対象の広がりとの間には負の相関関係があるため、中規模の株式制商業銀

行や地方商業銀行が株式型報酬制度を打ち出す場合、対象範囲をより広く設定すべきである。 
② 会社業績を報酬条件の主な基準とする。先に述べた分析の通り、急成長業界では、企業の業

績評価は株価に重点が置かれる。これに対し、安定成長に入った会社の場合、市場もすでに

充分な見通しを持っており、業績評価の重点は企業内部における価値の創造に重きが置かれ

るようになる。銀行は安定成長業界であるため、引き続き財務指標を業績評価の主体とする

ことが望ましく、さもなければ銀行業の経営リスクが大きく増すことになるだろう。 
③ 給与情報の開示を強化する。国外の商業銀行における経緯が示す通り、給与情報の開示や透

明化を進めることは、従業員の潜在力の発揮を促し、インセンティブ効果を高めることにつ

ながる。また、給与報酬の管理規範化を進め、より良い給与報酬システムを模索する上でも

役に立つ。 
 

２．政府部門への提案 
中国の監督管理部門は、上場会社が株式型報酬制度を実行するために関連政策や法規を一層完

備し、上場している中国の銀行ができるだけ早く現状に即した効果的な株式型報酬制度を確立す

るよう、促していく必要がある。 
① 関連部門は株式型報酬制度に関連する法規の制定を検討する際、連携・協力を強化し、関連

政策規定の一貫性を保つ。 
② 関連部門は関連法規政策の公布後、監督管理政策や作業フローを整備することで政策の周知

徹底を図り、関連する政策規定の連続性を確保する必要がある。 
③ 中国の金融業、特に銀行業の監督管理には特殊な部分がある。銀行業監督管理委員会や財政

部などの関連部門は、関連する法規や審査手順を明確化することで、株式型報酬制度の確立

に向け、的を絞った政策や法規を整備する必要がある。 
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